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〈発行〉 中央区 　〈編集〉 企画部広報課　中央区築地一丁目1番1号　（代表）☎（3543）0211 平成27年（2015年）4月21日（火曜日）

「区のおしらせ　中央」は毎月１日、11日、21日の月３回発行。次回５月１日号は町会・自治会配布です。

人口と世帯� 4月1日現在（前年同期）

人　口�住民基本台帳139,444（134,370）
〔うち外国人�5,287 （5,021）〕

　男� 66,494（64,066）
〔うち外国人�2,717 （2,573）〕

　女� 72,950（70,304）
〔うち外国人�2,570 （2,448）〕

世　帯� 80,400（77,623）
昼間人口（平成22年国勢調査） 605,926
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茜http://www.city.chuo.lg.jp　 区公式ツイッター@chuo_city　 区公式フェイスブックページhttps://www.facebook.com/tokyochuo.city

／

茜中央区ホームページhttp://www.city.chuo.lg.jp　 ツイッター@chuo_city　 フェイスブックhttps://www.facebook.com/tokyochuo.city
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中央区商店街連合会発行プ
レミアム付商品券の販売
自然エネルギー・省エネル
ギー機器等導入費助成（平
成27年度）の申請を受け付
けています
東京都シルバーパスのご案内
情報コーナー（施設／保健・
医療・福祉／講座・催し物
／スポーツ／税／その他）

今号の主な内容 ₄
₂₁

別表　平成26年度中央区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業一覧
企業名および所在地 業種 主な取り組み

株式会社浅野製版所
　中央区築地3-14-2 製造業

働きやすい職場環境づくり
・配偶者出産休暇制度（2日間）
・感謝を伝える風土の醸成（サンクスカード年2回）
・組織風土改革・意識改革の社内プロジェクト
・交代出社制度、残業申請に関するアンケートの実施、残
業時間改善研修の実施など

・業務効率化システムの導入
・夏季休暇取得期間の延長、有給休暇取得の推進、誕生日
休暇、年間休日の増加など休暇取得の推進

・教育担当者制度など社内研修体制の確立、資格取得支援
制度、社外研修の義務付けなどのキャリア支援

アドバンスト・アプリ
ケーション株式会社
　中央区新川1-8-8
　アクロス新川ビル8階

サービス業
(他に分類さ
れないもの)

育児・介護との両立支援
・育児短時間勤務取得期間・取得時間の拡大
・育児休業期間の拡大（1歳6カ月）
働きやすい職場づくり
・ソフトウェアサポートセンターの新設
・年次有給休暇、半日休暇利用年間利用回数の見直し
・健診の充実（産業医との面談、健康セミナー、費用の会社
負担）

・ファミリークリスマスパーティーの開催
・テレワーク計画

株式会社キャリアライズ
　中央区八重洲1-3-22
　八重洲龍名館ビル7階

サービス業
(他に分類さ
れないもの)

育児・介護との両立支援
・男性の育児休暇取得促進
・育児休業取得者の職場復帰支援
働きやすい職場づくり
・多目的休暇の設置
・キャリアアップ支援

クディラ�アンド
アソシエイト株式会社
　中央区新川2-16-10

複合
サービス
事業

育児・介護との両立支援
・短時間勤務、フレックス、在宅勤務、テレワーク、クラ
ウドでの業務、帰国など多様な体制での両立支援

働きやすい職場づくり
・テレワーク、クラウド業務などシステム環境整備
・専門性と時差などを勘案した業務管理

株式会社ランクアップ
　中央区銀座3-10-7
　銀座東和ビル7階

卸売業・
小売業　

育児・介護との両立支援
・子育て社員のスーパー時短制度
・病児ベビーシッター制度
・休日ママ会でママのコミュニケーションづくり
働きやすい職場づくり
・17時で帰っていいよ、制度
・改善提案制度
・リフレッシュ休暇（年5日）
・コミュニケーション食事会支給（毎月3千円）
・社員育成支援の充実（研修費用の全額負担、書籍購入費月
2千円支給）

・健康支援｢一生健康で働き隊｣（ボディトレーニング、課外
活動、無農薬野菜支給、メンタルヘルスなど）

働
き
や
す
い

職
場
づ
く
り
へ
の

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣

　
個
々
の
企
業
・
組
織
に
と
り
、

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の

取
り
組
み
は
人
材
確
保
や
企
業
の

活
性
化
に
つ
な
が
る「
明
日
へ
の

投
資
」で
あ
り
、
経
営
戦
略
と
し

て
重
要
な
柱
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
区
で
は
、
仕
事
と
子
育
て
・
介

護
の
両
立
支
援
や
長
時
間
労
働
削

減
な
ど
、
働
き
や
す
い
職
場
づ
く

り
に
取
り
組
み
た
い
、
ま
た
は
さ

ら
に
取
り
組
み
を
向
上
さ
せ
た
い

事
業
所
に
、
専
門
の
ア
ド
バ
イ
ザ

ー（
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
社

会
保
険
労
務
士
な
ど
）を
派
遣
し

ま
す
。

対　
象

　
区
内
に
事
業
所
を
置
き
、
常
時

雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
３
０
０

人
以
下
の
企
業
、
一
般
社
団
法
人
、

一
般
財
団
法
人
な
ど

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
の
支
援
内
容

・
長
時
間
労
働
削
減
や
有
給
休
暇

取
得
促
進
ア
ド
バ
イ
ス

・
短
時
間
勤
務
制
度
・
在
宅
勤
務

制
度
等
就
業
規
則
の
作
成
や
見

直
し
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス　
な
ど

派
遣
回
数

　
１
企
業
原
則
４
回
ま
で

費　
用

　
無
料

申
請
方
法
な
ど

　
４
月
21
日（
火
）か
ら
12
月
22
日

（
必
着
）ま
で
に
、
所
定
の
申
請
書

で
申
込
む
。

◎
申
請
書
は
女
性
セ
ン
タ
ー
お
よ

び
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
ほ
か
、

電
話
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

◎
予
定
数
を
超
え
た
場
合
は
、
募

集
期
間
内
で
あ
っ
て
も
受
付
終

了
と
な
り
ま
す
。

◎
中
央
区
ワ
ー
ク・ラ
イ
フ・バ
ラ

ン
ス
推
進
企
業
認
定
の
募
集
な

ど
に
つ
い
て
は
、「
区
の
お
し
ら

せ　
中
央
」や
区
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

逢
総
務
課
女
性
施
策
推
進
係

�

☎（
５
５
４
３
）０
６
５
１

中央区
ワーク・ライフ・バランス
推進企業を認定しました

　区では、仕事と家庭の両立支援や
男女ともに働きやすい職場づくりな
ど、ワーク・ライフ・バランス（仕事
と生活の調和）の推進に取り組んでい
る事業所を認定しています。
　去る４月６日（月）に認定式が執り
行われ、別表の事業所を認定し、顕
彰しました。

株式会社キャリアライズ

株式会社浅野製版所 アドバンスト・アプリケーション株式会社

クディラ アンド アソシエイト株式会社 株式会社ランクアップ
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平成27年（2015年）4月21日（火曜日） No.１２４７区のおしらせ 4 月 2 1 日号

中
央
区
保
健
医
療
福
祉
計
画

２
０
１
５
お
よ
び
各
個
別
計
画
を

 

策
定
し
ま
し
た

難
病
患
者
福
祉
手
当
の

対
象
疾
病
を
拡
大
し
ま
し
た

中
央
区
商
店
街
連
合
会

発
行
プ
レ
ミ
ア
ム
付

 
商
品
券
の
販
売

「
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
」で
一
緒
に
働
き
ま
せ
ん
か

中
央
区
内
共
通
買
物
券
の

 

取
扱
店
を
募
集
し
て
い
ま
す

　
区
で
は
保
健
・
医
療
・
福
祉
分

野
の
総
合
計
画
で
あ
る「
保
健
医

療
福
祉
計
画
」お
よ
び
各
分
野
の

個
別
事
業
計
画
を
盛
り
込
ん
だ

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計

画
」、「
障
害
福
祉
計
画
」、「
高
齢

者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事

業
計
画
」の
各
計
画
に
つ
い
て
昨

年
度
、
策
定
に
向
け
て
検
討
を
行

い
ま
し
た
。
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、

「
地
域
福
祉
計
画
」の
要
素
を
盛
り

込
む
と
と
も
に
、
各
分
野
の
個
別

計
画
を
ま
と
め
て
保
健
・
医
療
・

福
祉
の
総
合
計
画
と
し
ま
し
た
。

そ
の
後
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

実
施
し
て
区
民
の
皆
さ
ん
か
ら
お

寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
な
ど
を

参
考
に
し
な
が
ら
各
計
画
を
策
定

し
ま
し
た
。

　
こ
の
た
び
各
計
画
書
が
で
き
ま

し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
各
計
画
書
は
、
区
役
所
１
階
情

報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
各
計
画
を
担

当
す
る
各
課
お
よ
び
区
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

逢
・
中
央
区
保
健
医
療
福
祉
計
画

２
０
１
５
に
つ
い
て
は

　
福
祉
保
健
部
管
理
課
庶
務
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
３
９
４

 

℻  （
３
２
４
８
）１
３
２
２

・
中
央
区
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

事
業
計
画
に
つ
い
て
は

　
子
育
て
支
援
課
保
育
計
画
指
導

係　
☎（
３
５
４
６
）５
６
８
１

 

℻  （
３
５
４
６
）２
１
２
９

・
第
４
期
中
央
区
障
害
福
祉
計
画

に
つ
い
て
は

　
障
害
者
福
祉
課
障
害
者
福
祉
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
３
８
９

 

℻  （
３
５
４
４
）０
５
０
５

・
中
央
区
高
齢
者
保
健
福
祉
計

画
・
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計

画
に
つ
い
て
は

　
高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
３
５
３

 

℻  （
３
２
４
８
）１
３
２
２

　
介
護
保
険
課
介
護
支
援
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
６
４
１

 

℻  （
３
２
４
８
）１
３
２
２

　
難
病
な
ど
の
医
療
費
助
成
制
度

の
対
象
疾
病
が
変
更
し
た
こ
と
に

合
わ
せ
て
、
区
指
定
の
手
当
対
象

疾
病
を
拡
大
し
ま
し
た
。

　
手
当
の
申
請
が
で
き
る
方
は
、

区
が
指
定
す
る
疾
病
で
難
病
な
ど

の
医
療
費
助
成
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方
で
す
。
ま
た
、
手
当
の
受

給
に
は
所
得
制
限
な
ど
の
要
件
が

あ
り
ま
す
。

　
区
指
定
の
対
象
疾
病
や
申
請
方

法
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
対
象
疾
病
の
拡
大
に
伴

い
、
医
療
費
助
成
認
定
者
で
手
当

申
請
対
象
と
な
る
方
へ
は
、
４
月

上
旬
に
ご
案
内
を
送
付
し
て
い
ま

す
。
お
早
め
に
手
続
き
し
て
く
だ

さ
い
。

逢
中
央
区
保
健
所
健
康
推
進
課
予

防
係
☎（
３
５
４
１
）５
９
３
０

　
日
本
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
係

 
☎（
３
６
６
１
）５
０
７
１

　
月
島
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
係

 

　
　
☎（
５
５
６
０
）０
７
６
５

　
区
が
毎
年
６
月
に
区
民
限
定
で

販
売
し
て
い
る
区
内
共
通
買
物
券

（
ハ
ッ
ピ
ー
買
物
券
）と
は
別
に
、

国
の
緊
急
経
済
対
策
に
よ
る
消
費

喚
起
を
目
的
と
し
た「
プ
レ
ミ
ア

ム
付
商
品
券
」を
中
央
区
商
店
街

連
合
会
が
販
売
し
ま
す
。

　
１
万
円
で
１
万
２
千
円
分（
20

％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
）の
買
物
な
ど

に
中
央
区
商
店
街
連
合
会
加
盟
店

の
う
ち
取
り
扱
い
を
希
望
す
る
店

舗
で
使
え
る
商
品
券
で
、
総
額
２

億
４
千
万
円
分
を
販
売
し
ま
す
。

販
売
方
法

　
往
復
は
が
き
に
よ
る
郵
送
受
付

（
１
人
１
通
、申
込
多
数
の
場
合
は

抽
選
）

受
付
期
間

セ
ン
タ
ー
の
目
的

　
自
ら
の
能
力
を
生
か
し
な
が
ら

自
分
な
り
の
働
き
方
で
社
会
参
加

を
し
た
い
高
齢
者
に
、
多
様
な
就

業
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ

り
、
生
き
が
い
や
生
活
の
充
実
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
で
の
働
き
方

　
一
人
ひ
と
り
が
、
知
識
と
経
験

を
生
か
し
つ
つ
、
お
互
い
に
協
力

し
、
仕
事
を
分
か
ち
合
い
な
が
ら

働
く
仕
組
み
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、
１
週
あ
た
り
20

時
間
以
内
の
臨
時
的
・
短
期
的
ま

た
は
軽
易
な
仕
事
で
す
。

セ
ン
タ
ー
の
状
況

　
多
く
の
セ
ン
タ
ー
で
仕
事
の
受

注
が
減
少
傾
向
に
あ
る
中
、
本
セ

ン
タ
ー
で
は
契
約
件
数
、金
額
、会

員
数
と
も
伸
び
続
け
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
定
年
延
長
や
継
続
雇

用
制
度
の
実
施
な
ど
に
よ
り
、
男

性
の
入
会
者
が
減
少
傾
向
に
転
じ

る
一
方
、
仕
事
発
注
の
問
合
せ
は
増

え
続
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
就
業

会
員
、
と
り
わ
け
男
性
の
人
手
不

足
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

入
会
資
格

　
60
歳
以
上
の
健
康
な
区
民
で
、

働
く
こ
と
や
社
会
奉
仕
活
動
に
意

欲
が
あ
り
、「
自
主・自
立
、共
働・

共
助
」の
目
的
を
理
解
し
て
働
け

る
方

入
会
説
明
会

・
開
催
日
時

　
毎
月
13
日（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
の
場
合
は
直
前
の
平
日
）

午
前
10
時
〜

◎
時
間
ま
で
に
必
ず
入
室
し
て
く

だ
さ
い

・
会
場

　
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

・
持
参
す
る
も
の

　
住
所
・
年
齢
が
分
か
る
公
的
書

類（
健
康
保
険
証
な
ど
）、
印
鑑
、

会
費
、
筆
記
具

会
費

　
年
千
円

就
業
の
仕
組
み

　
セ
ン
タ
ー
が
、
会
社
、
商
店
、

家
庭
、
区
役
所
な
ど
か
ら
、
さ
ま

ざ
ま
な
仕
事
を
引
き
受
け
、
依
頼

主
と
契
約
を
結
び
ま
す
。

　
そ
の
仕
事
を
、
知
識
・
経
験
な

ど
を
考
慮
し
て
会
員
に
割
り
振
り
、

会
員
が
遂
行
す
る
仕
組
み
で
す
。

仕
事
の
内
容

　
自
転
車
整
理
、
パ
ソ
コ
ン
入
力
、

家
事
手
伝
い
、
育
児
サ
ー
ビ
ス
、

簡
単
な
介
助
、
ビ
ル
清
掃
、
受
付

事
務
、
宛
名
書
き
、
翻
訳
・
通
訳
、

袋
詰
め
、
チ
ラ
シ
配
布
、
ポ
ス
タ

ー
貼
り
、
障
子
貼
り
、
草
取
り
、

簡
単
な
大
工
仕
事
な
ど

配
分
金

　
働
い
た
仕
事
に
応
じ
て
セ
ン
タ

ー
か
ら
配
分
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

会
社･

商
店･

ご
家
庭
の
皆
さ

ん
そ
の
仕
事
お
任
せ
く
だ
さ
い

　
会
員
の
仕
事
ぶ
り
が「
丁
寧
」で
、

「
安
心
し
て
任
せ
ら
れ
る
」な
ど
、

好
評
を
得
て
い
ま
す
。

　
豊
富
な
知
識
・
経
験
は
、
き
っ

と
お
役
に
立
て
る
と
思
い
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
中
央
区
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

逢
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

 

☎（
３
５
５
１
）２
７
０
０

茜http://w
w
w
.chuo-sc.

or.jp

　
区
で
は
、
中
小
小
売
店
な
ど
の

顧
客
の
増
加
や
消
費
の
拡
大
に
よ

り
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た

め
、
１
万
円
で
１
万
１
千
円
分
の

買
物
が
で
き
る「
中
央
区
内
共
通

買
物
券（
ハ
ッ
ピ
ー
買
物
券
）」を

６
月
に
販
売
し
ま
す
。
こ
の
買
物

券
は
新
生
児
の
誕
生
祝
品
や
、
９

月
に
敬
老
祝
品
と
し
て
も
贈
呈
し

て
い
ま
す
。

　
区
内
共
通
買
物
券
の
利
用
促
進

の
た
め
に
、
多
く
の
取
扱
店
の
登

録
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
込
資
格

　
区
内
に
事
業
所
ま
た
は
店
舗
が

あ
る
民
間
事
業
者
。
た
だ
し
、
次

の
場
合
は
登
録
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

・
店
舗
面
積
が
１
０
０
０
㎡
を
超

え
る
小
売
店
舗

・
風
俗
営
業
な
ど
の
規
制
お
よ
び

業
務
の
適
正
化
な
ど
に
関
す
る

法
律
第
２
条
に
規
定
す
る
営
業

を
行
う
も
の

・
業
務
の
内
容
が
公
序
良
俗
に
反

す
る
営
業
を
行
う
も
の

利
用
で
き
な
い
も
の

　
区
内
共
通
買
物
券
は
、
消
費
の

拡
大
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

事
業
の
た
め
、
次
の
取
引
ま
た
は

商
品
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
公
共
料
金
、
税
金
、
振
込
代
金
、

振
込
手
数
料
な
ど
の
支
払
い

・
有
価
証
券
、
商
品
券
、
プ
リ
ペ

イ
ド
カ
ー
ド
、
チ
ケ
ッ
ト
、
切

手
、
郵
政
は
が
き
、
回
数
券
、

乗
車
券
、
航
空
券
、
入
場
券
、

ご
み
処
理
券
な
ど
の
購
入（
江

戸
バ
ス
含
む
）

・
た
ば
こ
の
購
入

・
仕
入
れ
の
た
め
に
利
用
す
る
こ

と
申
込
方
法

　
申
込
書
に
記
入
し
て
郵
送
ま
た

は
フ
ァ
ク
ス
で
申
込
む
。

◎
申
込
書
は
区
役
所
７
階
商
工
観

光
課
、
日
本
橋
・
月
島
特
別
出

張
所
お
よ
び
中
央
区
保
健
所
で

配
布
し
ま
す
。
ま
た
、
区
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◎
申
込
み
は
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

◎
５
月
29
日（
必
着
）ま
で
に
申
込

ん
だ
店
舗
な
ど
に
つ
い
て
は
、

取
扱
店
一
覧
表
に
掲
載
さ
れ
ま

す
。

◎
既
に
取
扱
店
と
し
て
登
録
さ
れ

て
い
る
方
は
、
新
た
な
手
続
き

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

逢
〒
１
０
４‐８
４
０
４

　
中
央
区
築
地
１‐１‐１

　
商
工
観
光
課
中
小
企
業
振
興
係
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３
５
４
６
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４
８
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℻  （
３
５
４
６
）２
０
９
７

　
５
月
中
旬
〜
下
旬

販
売
額

　
１
冊
１
万
２
千
円
分（
５
０
０

円
券
24
枚
つ
づ
り
）の
買
物
券
を

１
万
円
で
販
売
し
ま
す
。
購
入
限

度
は
１
人
３
冊
ま
で
で
す
。

購
入
対
象
者

　
16
歳
以
上
の
方

使
用
期
間

　
７
月
上
旬
か
ら
６
カ
月
間

◎
申
込
先
な
ど
、
詳
し
く
は「
区

の
お
し
ら
せ　
中
央
」５
月
11

日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
区
の
ハ
ッ
ピ
ー
買
物
券
は
例
年

ど
お
り
６
月
に
発
売
さ
れ
ま
す
。

逢
中
央
区
商
店
街
連
合
会

 

☎（
６
２
２
８
）７
９
０
５

▶ 

取
扱
店
に
は
こ
の
ス
テ
ッ

カ
ー
を
貼
っ
て
い
た
だ
き

ま
す



(3)お気軽にお問合せ・ご相談ください。「まごころステーション」☎（3546）0561

問
合
せ（
申
込
）先

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

平成27年（2015年）4月21日（火曜日） No.１２４７区のおしらせ 4 月 2 1 日号

◎
切
り
取
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

相談案内 日　時 場　所 予約先
交通事故相談

月～金曜日

午前8時30分～午
後4時 中央交通事故相談所 ☎（3206）0507

女性相談
午前9時～午後5時 子育て支援課 ☎（3546）5350ひとり親家庭相談

家庭相談
保育園入園相談 ☎（3546）9587
障害のある方の相談全般 午前9時～午後6時 福祉センター ☎（6264）3957
こどもの発達相談 午前9時～午後5時 ☎（3545）9311
精神に障害のある方の一
般相談

月・水・木曜日 午前9時～午後7時 障害者地域活動支援セ
ンター「ポケット中央」 ☎（3541）1021土・日曜日 午前9時～午後6時

保健福祉の相談 月～金曜日 午前9時～午後5時 保健所・保健センター 予約不要
子どもと子育て家庭の総合相談 日～土曜日 子ども家庭支援センター ☎（3534）2255
福祉サービス苦情・相談 毎月第1・3水曜日 午後1時～5時 福祉サービス苦情

・相談窓口 ☎（3546）8373

商工相談 月～金曜日 午前9時～午後5時 商工観光課 ☎（3546）5330
消費生活相談 午前9時～午後4時 消費生活センター ☎（3543）0084
来所教育相談 月～土曜日 午前9時～午後5時 教育センター ☎（3545）9200

建築物の耐震相談
月～金曜日 午前8時30分～午

後5時 建築課
☎（3546）5459毎月第1土曜日 午後1時～4時 月島特別出張所

毎月第3土曜日 日本橋特別出張所
電話相談（予約不要）
「ブーケ21」
電話女性相談 毎週月曜日 午前10時～午後4時 女性センター「ブーケ21」 ☎（5543）0653

認知症サポート電話相談
月～金曜日

午前9時～午後5時 介護保険課 ☎（3546）5286
電話医療相談 午前9時～正午

午後1時～4時 中央区保健所 ☎（3545）1875

電話教育相談室こども電
話相談 月～土曜日 午前9時～午後5時 教育センター ☎（3545）9203

✂〈キリトリ〉

✂〈キリトリ〉

相談案内 ◎ 相談日が祝日、休日な
どにあたる場合は変更
になることがあります。

平成27年
4月21日現在

相談案内 日　時 場　所 予約先
区民相談 月～金曜日 午前9時～午後5時 まごころステーション 予約不要

法律相談
毎週金曜日

午後1時～4時

区民相談室
☎（3546）9590毎月第2･4水曜日 日本橋特別出張所

毎月第1･3月曜日 月島特別出張所
分譲マンション管理相談 毎月第2･4月曜日 京橋プラザ区民館 ☎（3561）5191
住宅住み替え相談 毎月第2･4火曜日

区民相談室

☎（3546）5466
人権擁護相談 毎月第3木曜日

予約不要
国の行政相談

年金相談
偶数月の第4水曜日
5･9･1月の第3水曜日 日本橋特別出張所
7･11･3月の第4水曜日 月島特別出張所

税務相談 毎月第2･4水曜日

区民相談室

☎（3546）5266
行政書士相談 毎月第3水曜日

☎（3546）9590

司法書士相談 毎月第1火曜日
成年後見・司法書士相談 毎月第3火曜日
不動産取引相談 毎月第3月曜日
土地家屋調査測量・表示登記相談 毎月第4木曜日
遺言・公証相談 毎月第1水曜日
高齢者の保健福祉・介護
保険の相談

月～金曜日 午前8時30分～午後5時 介護保険課 予約不要月～土曜日 午前9時～午後6時 各おとしより相談センター
高齢者のための住み替え相談 毎月第2･4火曜日 午後1時～4時 区民相談室 ☎（3546）5355
「シルバーワーク中央」おおむね55
歳以上の方の無料職業紹介・相談 月～金曜日 午前9時～午後4時 シルバーワーク中央 ☎（3551）9200

生活困窮者の自立相談 生活支援課 ☎（3546）5496

「ブーケ21」女性相談 毎月第1･5水、第4火曜日 午前10時～午後4時 女性センター「ブ
ーケ21」 ☎（5543）0653毎月第2火、第3水曜日 午後3時30分～8時30分

　
区
民
、
区
内
中
小
企
業
者
な
ど
、

区
内
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合

対
象
建
物

　
戸
建
住
宅
、共
同
住
宅
、事
業
所

対
象
機
器
な
ど

　
別
表
の
と
お
り

◎
詳
し
く
は
、
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

逢 

環
境
推
進
課
温
暖
化
対
策
推
進

係 

☎（
３
５
４
６
）５
６
２
８

別表　助成対象機器および助成額など

対象機器 機器の説明 対象
建築物 対象者 一般助成 上乗せ助成（中央エコアクト

の認証を受けている場合）
助成単位 限度額 助成単位 限度額

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器

太陽光発電
システム

太陽の光を直接電気に変換する太陽
電池を使って発電するシステムで
す。クリーンで永続的な太陽エネル
ギーを利用し、発電時に二酸化炭素
を排出しません。

住宅 居住者

出力
1kWあたり
100,000円

350,000円
出力

1kWあたり
150,000円

420,000円

共同住宅
（共用部
のみ）

管理組合、
共同住宅
所有者

1,000,000円

－ －

事業所 中小企業
者など

出力
1kWあたり
150,000円

1,200,000円

ソーラーシステム
太陽の熱を給湯や暖房に利用するシ
ステムです。集熱器と蓄熱槽との間
で熱媒体を強制的に循環させる強制
循環式の太陽熱利用機器です。

住宅 居住者
集熱器面積
1㎡あたり
16,500円

150,000円
集熱器面積
1㎡あたり
25,000円

180,000円

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器

ガスエンジン
給湯器
（エコウィル）

ガスエンジンで発電し、そのとき出
る熱を利用して給湯や床暖房を行う
ため、高い省エネルギー効果があり
ます。

住宅 居住者

導入費の20％

150,000円

導入費の35%

180,000円

燃料電池給湯器
（エネファーム）

燃料電池で発電し、そのとき出る熱
を利用して給湯や床暖房を行うた
め、省エネルギー効果があります。

住宅 居住者 650,000円 780,000円

高反射率塗料など
（屋上用高反射率
塗料、窓用日射調
整フィルム、窓用
コーティング材）

屋上・屋根、または窓に塗布・貼付
することで、断熱効果を高めること
ができます。

住宅 居住者 100,000円 120,000円

共同住宅
（共用部
のみ）

管理組合、
共同住宅
所有者

700,000円 － －

LEDランプ 白色発光ダイオード（LED）を光源に
使用した照明です。

共同住宅
（共用部
のみ）

管理組合、
共同住宅
所有者

400,000円 － －

事業用
省エネルギー機器

省エネルギー効果の高い熱源機器、
空調機器、給湯機器、照明機器、高
反射率塗料などが対象になります。

事業所 中小企業
者など 200,000円 導入費の50% 500,000円

　
身
体
障
害
者
手
帳（
聴
覚
障
害
）

の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
中
等
度

難
聴
児
に
対
し
、
補
聴
器
購
入
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

◎
購
入
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対　
象

　
区
内
在
住
の
18
歳
未
満
の
児
童

で
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方

・
身
体
障
害
者
手
帳（
聴
覚
障
害
）

交
付
の
対
象
と
な
る
聴
力
で
は

な
い
こ
と

　
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
児
童
虐
待
情
報
専
用
電
話
と
し

て「
子
ど
も
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
」を
設

置
し
、
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
・

早
期
対
応
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
虐
待
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ

る
子
ど
も
を
発
見
し
た
場
合
は
、

直
ち
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
連
絡

し
た
方
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
も
し
虐
待
で
は
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
連
絡
を
し
た
方
の
責
任
は

問
わ
れ
ま
せ
ん
。

受
付
日
時

　
月
〜
金
曜
日

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

連
絡
・
相
談
先

　
子
ど
も
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

 

☎（
３
５
３
４
）２
２
２
８

・
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
お
お
む

ね
30
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
り
、

補
聴
器
の
装
用
に
よ
り
、
言
語

の
習
得
な
ど
の
一
定
の
効
果
が

期
待
で
き
る
と
医
師
に
判
断
さ

れ
た
こ
と

◎
所
得
要
件
が
あ
り
ま
す
。

◎
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

逢
障
害
者
福
祉
課
相
談
支
援
係

 

☎（
３
５
４
６
）６
０
３
２

　
環
境
経
営
認
証
と
は
、
環
境
省

が
中
小
企
業
な
ど
幅
広
い
事
業
者

向
け
に
策
定
し
た
エ
コ
ア
ク
シ
ョ

ン
21
や
、
国
土
交
通
省
の
協
力
を

得
て
作
成
し
た
グ
リ
ー
ン
経
営
認

証
な
ど
、
環
境
に
配
慮
し
た
経
営

に
関
す
る
認
証
を
環
境
経
営
認
証

と
い
い
ま
す
。
次
の
認
証
が
助
成

対
象
で
す
。

・
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
21

・
エ
コ
ス
テ
ー
ジ

・
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１

・
グ
リ
ー
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ

・
グ
リ
ー
ン
経
営
認
証

対　
象

　
平
成
27
年
４
月
１
日
以
降
、
新

た
に
環
境
経
営
認
証
を
取
得
し
た

区
内
に
事
業
所
を
有
す
る
中
小
企

業
な
ど

助
成
額

　
環
境
経
営
認
証
を
新
規
に
取
得

す
る
た
め
に
要
し
た
経
費
の
２
分

の
１

逢 

環
境
推
進
課
温
暖
化
対
策
推
進

係 

☎（
３
５
４
６
）５
６
２
８

　
区
で
は
、
地
球
温
暖
化
の
原
因

と
な
る
温
室
効
果
ガ
ス
を
削
減
す

る
た
め
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器

や
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器
の
普
及
を

進
め
て
い
ま
す
。

◎
機
器
な
ど
の
導
入
前
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

対　
象

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

機
器
等
導
入
費
助
成（
平
成
27
年
度
）

の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

環
境
経
営
認
証
の
取
得
に

 

か
か
る
費
用
を
助
成
し
ま
す

中
等
度
難
聴
児
発
達
支
援
事
業

 

（
補
聴
器
購
入
費
助
成
）

〜
児
童
虐
待
に
対
応
す
る
た
め
に
〜

子
ど
も
ほ
っ
と
ラ
イ
ン



(4)

問
合
せ（
申
込
）先

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

平成27年（2015年）4月21日（火曜日） No.１２４７区のおしらせ 4 月 2 1 日号

　
中
央
区
都
市
整
備
公
社
で
は
、

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
に
対
す
る
各
種

の
支
援
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
区
内
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の

数
は
着
実
に
増
加
し
て
お
り
、
適

切
な
維
持
管
理
の
責
任
を
担
う
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
の
役
割
は
大

変
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
当
公
社
で
は
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
組
合
の
活
動
を
支
援
す

る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
会
員
制
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
「
す
ま
い
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
」を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
理
事
会
か

ら
の
お
知
ら
せ
や
通
知
、
総
会
や

工
事
の
予
定
な
ど
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
表
示
、
議
事
録
な
ど
の
資
料

の
保
管
、
居
住
者
に
対
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
な
ど
多
く
の
機
能
を

備
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
居
住
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
活
性
化
す
る

た
め
の
機
能
も
備
え
て
い
ま
す
。

利
用
条
件

　
「
す
ま
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」を

ご
利
用
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
次

の
利
用
条
件
を
守
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
必
要
で
す
。

・
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
在
地
が
区
内

で
あ
る
こ
と

・「
す
ま
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」の

利
用
に
関
し
理
事
会
な
ど
の
承

認
を
得
て
い
る
こ
と

・
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
は
、
利

用
者
の
登
録
や
削
除
、
ロ
グ
イ

ン
Ｉ
Ｄ
の
管
理
を
行
う
こ
と

・「
す
ま
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」に

保
管
さ
れ
た
デ
ー
タ
や
書
き
込

ま
れ
た
コ
メ
ン
ト
な
ど
に
つ
い

て
、
管
理
組
合
が
責
任
を
持
っ

て
管
理
す
る
こ
と

・
利
用
規
約
を
遵
守
す
る
こ
と

利
用
料
・
申
込
方
法

　
「
す
ま
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」は

無
料
で
提
供
し
ま
す
が
、
利
用
の

際
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
か

ら
申
込
み
、
利
用
団
体
と
し
て
登

録
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
登
録

を
ご
希
望
の
場
合
は
、
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

逢
中
央
区
都
市
整
備
公
社

 

☎（
３
５
６
１
）５
１
９
１

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
支
援
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
育
成
シ
ス
テ
ム

 

「
す
ま
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」の
提
供
に
つ
い
て

　
平
成
27
年
度
国
民
健
康
保
険
料

の
納
入
通
知
書
は
６
月
中
旬
に
全

加
入
世
帯
へ
郵
送
し
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
確
定
し
た
平
成
26

年
中
の
所
得
を
も
と
に
計
算
し
ま

す（
別
表
３
の
と
お
り
）。

均
等
割
額
軽
減
制
度

　
保
険
料
の
均
等
割
額
軽
減
制
度

の
軽
減
判
定
基
準
が
変
更
に
な
り

ま
し
た（
別
表
４
の
と
お
り
）。

減
額
措
置

　
平
成
25
年
度
か
ら
実
施
し
て
い

た
、
住
民
税
が
非
課
税
の
方
へ
の

保
険
料
の
減
額
措
置
は
平
成
26
年

度
で
終
了
し
ま
し
た
。　

所
得
申
告

　
一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯
で
は
、

保
険
料
が
減
額
に
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
世
帯
の
中
で
平
成

26
年
中
の
所
得
の
申
告
を
し
て
い

な
い
方
が
い
る
場
合
は
、
収
入
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
早
め
に

所
得
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

逢
保
険
年
金
課
資
格
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
３
６
２

（
水
）以
降
の
交
付
予
定
で
す
。

逢
・
シ
ル
バ
ー
パ
ス
の
発
行
に
つ

い
て
は

　
（
一
社
）東
京
バ
ス
協
会
シ
ル
バ

ー
パ
ス
専
用
電
話

 

☎（
５
３
０
８
）６
９
５
０

・
介
護
保
険
料
納
入（
決
定
）通
知

書
に
つ
い
て
は

　
介
護
保
険
課
介
護
支
援
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
６
４
１

・
住
民
税（
非
）課
税
証
明
書
の
交

付
に
つ
い
て
は

　
税
務
課
収
納
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
２
７
６

・
申
告
の
手
続
き
に
つ
い
て
は

　
税
務
課
課
税
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
２
７
０

　
70
歳
以
上
の
都
民
の
方
は
、
都

バ
ス
、
都
営
地
下
鉄
、
都
電
、
都

内
民
営
バ
ス
な
ど
を
利
用
で
き
る

「
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
」を
購
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
有
効
期

限
は
発
行
日
か
ら
平
成
27
年
９
月

30
日（
水
）ま
で
で
す
。

購
入
方
法

　
満
70
歳
に
な
る
月
の
初
日
か
ら
、

最
寄
り
の
シ
ル
バ
ー
パ
ス
発
行
窓

口（
別
表
１
参
照
）で
手
続
き
が
で

き
ま
す
。

費
用
・
提
示
の
必
要
な
も
の

　
別
表
２
の
と
お
り

税
制
改
正
に
伴
う
費
用
負
担
の
経

過
措
置
実
施
に
つ
い
て

　
平
成
27
年
度
の
住
民
税
が「
課

税
」の
方
で
あ
っ
て
も
、
平
成
26

年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５

万
円
以
下
で
あ
れ
ば
経
過
措
置
の

対
象
と
な
り
、
千
円
で
パ
ス
を
購

入
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
平
成
26
年
中
の
合
計

所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
で

あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
の

提
示
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
平
成
27
年
度
住
民
税

（
非
）課
税
証
明
書
は
６
月
10
日

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
の

 

ご
案
内

別表１　東京都シルバーパス発行窓口
発行窓口 住所（電話番号） 取扱時間

馬喰横山駅
都営地下鉄定期券発売所

日本橋横山町4-13  
都営新宿線駅構内　　　　☎（3661）4562

月～金曜日(祝日を除く）
午前9時～午後8時

日本橋駅
都営地下鉄定期券発売所

日本橋1-13-1  
都営浅草線駅構内　　　　☎（3278）9585

年中無休(年末年始を除く)
午前9時～午後8時

新橋駅
都営地下鉄定期券発売所

港区新橋2-21-1　  
都営浅草線駅構内　　　　☎（3574）9898

年中無休(年末年始を除く)
午前9時～午後8時

門前仲町駅
都営地下鉄定期券発売所

江東区門前仲町2-5-2  
都営大江戸線駅構内　　　☎（5245）3726

月～金曜日(祝日を除く）
午前9時～午後8時

◎年末年始の営業時間は変更になりますので、それぞれの発行窓口にお問合せください。

平
成
27
年
度
国
民
健
康
保
険
料
の
料
率
な
ど
が
決
ま
り
ま
し
た

別表３　平成27年度の年間保険料   
  基礎分保険料（加入者全員の方が納める保険料です）  

 限度額は   
世帯で
  52万円

→

合
計
額
が
１
年
間
の
保
険
料

均等割額  1人あたり 33,900円×被保険者数  
+

所得割額  被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×0．0645 

 後期高齢者支援金分保険料（加入者全員の方が納める保険料です)  
均等割額  1人あたり 10,800円×被保険者数  限度額は

世帯で
 17万円

+
所得割額  被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0198

 介護分保険料（40歳から64歳までの方が納める保険料です）  
均等割額  1人あたり 14,700円×第2号被保険者数※ 限度額は

世帯で
16万円

+
所得割額  第2号被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0097
※第2号被保険者　40歳から64歳までの方 
なお、65歳以上の方の介護保険料は、国民健康保険料とは別に納めていただきます。

◎ 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式･長期（短期）譲渡所得
金額などの合計から、基礎控除33万円を控除した額（雑損失の繰越控除は適用しません）のことで、｢旧ただ
し書き所得｣ともいわれます。

別表４　均等割額軽減判定基準
以下に該当する場合、保険料の均等割額が軽減になります。
軽減内容 軽減判定基準
7割軽減 世帯主と加入者全員の平成26年中の総所得金額等の合計が33万円以下
5割軽減 世帯主と加入者全員の平成26年中の総所得金額等の合計が33万円+（加入者数×26万円）以下
2割軽減 世帯主と加入者全員の平成26年中の総所得金額等の合計が33万円+（加入者数×47万円）以下

◎加入者には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人を含みます。
◎軽減判定基準日は、平成27年4月1日です。
　ただし、平成27年4月2日以降に新規加入した世帯については、資格を取得した日となります。

別表２　費用・提示の必要なもの
本人の平成26
年度の住民税

本人の平成25年
中の合計所得金額 費　用 提示の必要なもの

非課税の方 －

1,000円

①住所・氏名・生年月日が確認できるもの
　（健康保険証、運転免許証、住民基本台帳カード（写真付）など）
②住民税が非課税であることを確認できるもの（下記のうちいずれか）
　ア　 平成27年度介護保険料納入(決定)通知書（所得段階区分欄に「1」「2」「3」「4」

「5」のいずれかの段階が記載されたもの）
　イ　平成27年度住民税非課税証明書
　ウ　生活保護受給証明書
◎4月～6月ごろまでは平成26年度のもので確認

課税の方

125万円以下
の方 (経過措
置対象者)

①住所・氏名・生年月日が確認できるもの 
　（健康保険証、運転免許証、住民基本台帳カード（写真付）など）
② 平成26年中の合計所得金額が125万円以下であることを確認できるもの（下記の
うちいずれか）

　エ　平成27年度介護保険料納入(決定)通知書（所得段階区分欄に「6」の段階が記
　　　載されたもの）
　オ　平成27年度住民税課税証明書
◎4月～6月ごろまでは平成26年度のもので確認

－ ※
10,255円

①住所・氏名・生年月日が確認できるもの 
　（健康保険証、運転免許証、住民基本台帳カード（写真付）など）

※平成27年4月～9月発行分費用 
所得確認書類についての注意事項
◎「ア」および「エ」の「平成27年度介護保険料納入（決定）通知書」について
　・介護保険料納入（決定）通知書は、6月ごろに区から送付されます。
　・再発行はできませんので、お手元にない場合は「住民税（非）課税証明書」をご用意ください。
◎「イ」および「オ」の「平成27年度住民税（非）課税証明書」について
　・区役所2階税務課、日本橋・月島特別出張所で6月10日（水）以降交付予定です。
　・6月初旬の平成27年度住民税賦課決定までは、平成26年度住民税（非）課税証明書などにより確認します。
◎「住民税（非）課税証明書」をご利用の方で、所得の申告をしていない方は区役所2階税務課課税係で申告の手続きが必要です。



(5)

対
象

日
時

問
合
せ（
申
込
）先

定
員

費
用

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

申
込
方
法

会
場

内
容

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

平成27年（2015年）4月21日（火曜日） No.１２４７区のおしらせ 4 月 2 1 日号

「建物もあなたと同じ健康診断」
～特殊建築物などは定期的に

調査してください～
　私たちが定期的に健康診断を受け
るように、建築物も定期的に調査や
検査をして、常に健全な状態を保つ
必要があります。
　建築物の中でも、ホテル、百貨店、
病院、事務所、共同住宅などの特殊
建築物は、多くの人が利用するため、
維持管理を怠ると、地震や火事の際
に大きな被害を受ける恐れがありま
す。また、部材の劣化などによる周
辺への危害や通常使用における事故
を防止するためにも、維持管理は大
変重要です。
　被害を未然に防ぐため、特殊建築
物を所有・管理している方には、建
築物の状況について調査資格者など
に調査を依頼し、結果を行政庁に報
告することが義務付けられています。
　また、エレベーターなどの昇降機

や建築設備も同様に検査・報告が義
務付けられています。
　近年、エレベーター事故、広告板
落下事故など、建築物や昇降機など
に関する事故が相次ぎ発生していま
す。
　平成27年度は、別表に掲げる用途、
規模の建築物などが報告の対象とな
ります。対象となる建築物を所有ま
たは管理されている方は、趣旨を十
分ご理解いただき、必ず調査・報告
をしてください。
　また、エレベーターなどの昇降機
の所有者、管理者の方も必ず報告を
してください。
逢・建築物について
　　建築課調査係
　　☎（３５４６）５４５５
　・設備・昇降機について
　　建築課設備係
　　☎（３５４６）５４６１

（６頁からのつづき）情報コーナー

グラウンドゴルフ・ペタンク
講習会
唖５月25日（月）
　午後１時30分～３時30分
娃浜町運動場
亜18歳以上の区内在住・在勤者（高
校生を除く）
阿年齢・性別を問
わず誰でも楽し
めるニュースポ
ーツの講習会
挨無料
◎当日、直接会場
へお越しくださ
い。
◎雨天の場合は中止です。
逢中央区体育協会事務局
　☎（３５４６）５７２９

に「私の考える高齢者の介護につ
いて」をテーマに800字程度にまと
め、区役所４階介護保険課へ郵送
または持参して申込む。
◎申込書および作文用紙は介護保険
課で配布します。また、区のホー
ムページからダウンロードするこ
ともできます。
◎詳しくはお問合せください。
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　介護保険課地域支援係
　☎（３５４６）５３７９

電子申請サービスが
変わりました
　４月１日（水）以降に電子申請を行
う場合は、新たに利用者登録を行っ
ていただく必要があります。
茜新システムのアドレス
http://www.shinsei.elg-front.
jp/tokyo/

［３月末までに行った申請の内容確
認］
　４月30日（木）まで、次のサイトか
ら審査などの確認ができます。

その他
少年リーダー養成研修会　
高校生スタッフ（ボランティア）
募集
亜原則として、区内在住・在学また
は少年リーダー養成研修会経験者
で研修会の全日程に出席できる高
校生
阿小学校５年生から中学生までを対
象に実施する研修会での飯ごう炊
さん、スポーツ大会、体験活動な
どの運営補助

［研修会の日程など］
・実地踏査
　６月28日（日）　柏学園
・事前研修
　８月８日（土）　築地社会教育会館
・宿泊研修
　８月12日（水）～16日（日）　柏学園
・事後研修
　８月29日（土）　築地社会教育会館
愛12名（男女各６名、申込多数の場
合は抽選、区内在住者優先）
姶５月15日（金）までに電話で申込む
（電子申請も可）。
逢文化・生涯学習課青少年係
　☎（３５４６）５３０４

ゴールデンウィーク期間中の
ごみ収集
　ゴールデンウィーク期間中も平常
どおりの曜日に、燃やすごみ・燃や
さないごみ、資源およびプラスチッ
ク製容器包装の収集を行います。
逢中央清掃事務所作業係
　☎（３５６２）１５２１

介護保険に関する協議会など
の委員を公募します
　区では、「中央区おとしより相談
センター及び中央区地域包括支援セ
ンター運営協議会」を設置していま
す。おとしより相談センターなどが
行う事業の適切な運営、公正性およ
び中立性の確保を目的としています。
  また「中央区介護保険地域密着型
サービス運営委員会」も設置してい
ます。地域密着型の介護保険サービ
スの質の確保、サービスの適正な運
営やサービス事業者の公正、公平な
指定を図るためです。
  この協議会と委員会の両方に参加
していただける区民の代表の方を募
集します。
［応募区分・募集人員］区内在住で介
護保険をよりよい制度にするた
め、ご協力いただける次の方
・65歳以上の方　１名
・40歳～64歳で医療保険に加入して
いる方　１名
・介護保険サービスを利用している
方またはその家族の方　１名

［任期・開催回数］任期は３年、会議
は平日の午後６時30分ごろから２
時間程度で、年２回程度開催の予
定です。

［選考方法］面接および作文により委
員を決定します。
姶５月８日（必着）までに申込書に①
応募区分②氏名③性別④生年月日
⑤住所⑥電話番号⑦職歴および福
祉活動歴（ボランティア活動など）
⑧応募動機を明記し、作文用紙

茜３月末までに行った申請を確認で
きるアドレス
https://www.e-tetsuzuki99.
com/eap-jportal/tokyo/

◎５月１日（金）以降は旧サイトを閉
鎖するため、内容確認することが
できなくなりますのでご注意くだ
さい。

逢情報システム課開発支援係
　☎（３２９７）０２１１

税
携帯電話・スマートフォンで
納税ができます
―納税は便利なモバイルレジで―
　特別区民税・都民税（普通徴収分）
と軽自動車税がモバイルレジで納税
できます。
［モバイルレジとは］
　納付書に印字されたバーコードを
携帯電話やスマートフォンのカメラ
で読み取り、モバイルバンキングを
利用して納税できるサービスです。
　納税のために外出したり、現金を
持ち歩いたりする必要がなくなりま
す。また、納付書を誰にも渡さず自
分で納めるので、内容を見られるこ
とがありません。
［モバイルレジを利用するには］
　利用する金融機関にモバイルバン
キングの利用申込みと初回のみ携帯
アプリケーションのダウンロードが
必要です。ＱＲコードを携帯電話な
どで読み取り、モ
バイルレジホーム
ページからアプリ
ケーションをダウ
ンロードしてくだ
さい。
［モバイルレジで納税するには］
　モバイルレジで納税できるのは、
納付書の表面にバーコードが印刷さ
れた１枚の金額が30万円までの納付
書です。
　モバイルレジのアプリケーション
を起動し、ガイダンスに沿って操作
すると金融機関のモバイルバンキン
グ画面へ移動します。
［ご利用にあたって］
　アプリケーションのダウンロード
や払込手数料は無料ですが、パケッ
ト代などの通信料はご負担ください。
　なお、モバイルレジで納税した場
合は領収証書は発行されないので、
通帳への記帳などでご確認ください。
　また、軽自動車税納付書に付属し
た「継続検査用納税証明書」は使用で
きません。領収証書や「継続検査用
納税証明書」が必要な方は、金融機
関、コンビニエンスストア、区役所、
日本橋・月島特別出張所で納めてく
ださい。
逢税務課収納係
　☎（３５４６）５２７６

別表　報告の対象となる用途・規模など
（ア）用途 （イ）用途に供する階または規模 提出の時期

特殊建築物

劇場、映画館、演芸場 Ａ＞200㎡または主階が1階にない
もので1階以外の階でＡ＞100㎡

11月1日～
平成28年
1月31日

（毎年報告）

観覧場（屋外観覧席のものを除
く）、公会堂、集会場

Ｆ≧3またはＡ＞200㎡（平家建て
の集会場で客席および集会室の床
面積の合計が400㎡未満の集会場
を除く）

旅館、ホテル Ｆ≧3かつＡ＞2000㎡
百貨店、マーケット、勝馬投票
券発売所、場外車券売場、物品
販売業を営む店舗

Ｆ≧3かつＡ＞3000㎡

下宿、共同住宅、寄宿舎 Ｆ≧5かつＡ＞1000㎡
5月1日～
10月31日

（3年ごとに報告）

建築設備

換気設備（自然換気設備を除く）

特殊建築物に設けるもの

毎年報告

排煙設備（排煙機または送風機
を有するもの）
非常用の照明装置
給水または排水の配管設備（給
水タンクなどを設けるもの）

昇降機など
エレベーター
（労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く）
エスカレーター
小荷物専用昇降機（テーブルタイプを除く）

◎（ア）欄に掲げる用途に供する建築物でその用途に供する部分の規模が（イ）欄の当該いずれかの
　項目に該当するものが対象になります。
◎Ｆ≧ 3、Ｆ≧ 5とは、3階以上の階、5階以上の階で、それぞれ、その用途に供する部分の床
　面積の合計が 100㎡を超えるものをいいます。
◎Ａは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
◎共同住宅の住戸内は、特殊建築物および建築設備の調査 ･検査結果を報告する必要はありませ
　ん。
◎報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室または集会場などの居室に設けられた機械換気
　設備に限ります。
◎昇降機のうち、一戸建て、長屋または共同住宅の住戸内に設けられたホームエレベーターなど
　は報告対象から除かれます。
◎新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。

５月７日（木）

お魚屋さん特売日お魚屋さん特売日
域地橋本日

逢区民生活課消費生活係
　☎（３５４６）５３３２
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(6)中央エフエム・ラジオシティ「中央区からのお知らせ」（10分番組）（月～金曜日　AM10：30～ 10：40　PM3：00～ 3：10　PM9：30～ 9：40　祝日・休日、年末年
始を除く）、企画番組「ウィークリー声の架け橋」（20分番組）（月～金曜日　AM10：40～ 11：00　PM3：10～ 3：30　PM9：40～ 10：00　土・日曜日　AM10：00
～ 10：20　PM3：00～ 3：20　PM9：40～ 10：00）はFMラジオ84.0MHzで放送しています。
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獨協大学マンドリンクラブ
50周年記念演奏会
唖５月24日（日）
　午後１時30分開演（午後１時開場）
娃銀座ブロッサム（中央会館）
［プログラム］
・Ⅰ部　現役クラブ員演奏
・Ⅱ部　ＯＢＯＧ合奏団演奏 
・Ⅲ部　 現役・ＯＢＯＧ合同合奏団

演奏
［主な曲目］交響的前奏曲／波／グラ

ンド・シャコンヌ／マンドリンの
群れ／ヴェニスの一日／メリアの
平原にて
挨無料
◎当日、直接会場へお越しください。
逢獨協大学マンドリンクラブ創部50

周年記念演奏会実行委員会
茜http://dmc50th.jimdo.com/
絢dmc50th@gmail.com

子育てスキルＵＰ講座（連続
講座）～ＣＡＲＥ　もっとう
まく子どもと関わるためのプ
ログラム～
唖５月15日、29日、６月12日　金曜日

計３回
　午前10時～11時30分
娃子ども家庭支援センター「きらら

中央」地域活動室
亜区内在住の子育てに悩んでいる２

歳～小学生のお子さんをお持ちの
保護者で、計３回出席できる方

◎お子さんは同席できません。託児
を行います。
阿子育ての悩みをサポートするため

に、ＣＡＲＥ（ケア）というプログ
ラムを使った、子どもとの関わり
方を練習する講座を開催します。
ＣＡＲＥは、米国で開発された、
子どもと関わる大人のための心理
教育的介入プログラムです。誰に
でもすぐできて、明日からの子育
てに生かせるプログラムになって
います。お子さんとの間に、温か
な関係を築き、関係をよりよくす
る際に大切なことを体験的に学び
ましょう。

［担当トレーナー］加藤澄江
愛12名（申込多数の場合は抽選）
挨無料
［託児］２歳～未就学児のお子さんを

お預かりします。
姶５月３日（祝）までに電話またはき

らら中央窓口で申込む（電子申請
も可）。

逢子ども家庭支援センター「きらら
中央」

　☎（３５３４）２１０３

タイムドーム明石プラネタリウム
こどもの日特別投影
唖５月５日（祝）
娃タイムドーム明石プラネタリウム

ホール・エントランス
阿「こどもの日」に合わせて、子ども

向けのプラネタリウム番組を無料
で投影します（別表参照）。また、
プラネタリウムエントランスで
は、子ども向けの工作コーナー「星
座を作ろう！」を実施します。

愛各回86名（先着順。当日午前10時
から受付で全ての回の整理券を配
布）
挨無料
逢郷土天文館｢タイムドーム明石」
　☎（３５４６）５５３７
別表
投影開始時刻 投影内容

午前11時 プラネテス
正午 ダイナソートラベラーズ
午後1時 ムーミン谷のオーロラ
午後2時 春の星座のものがたり
午後3時 ピーターパンとほしのくにへ

いこう
午後4時 名探偵コナン　星影の魔術師

◎ 初めてのお子さんも入場しやすいよう、特
別に入口扉を開けたまま投影しますので、
途中退出も可能です。

◎各回の投影時間は20～30分程度です。

中央区の森体験ツアー（春）
参加者募集
唖５月16日（土）
・集合　午前７時30分　区役所前
・解散　午後６時（予定）
［行き先］西多摩郡檜原村
亜区内在住・在勤・在学者（小学校

５年生以上）
◎小学校５・６年生の参加の場合は、

保護者が同伴し、保護者１名につ
き、２名まで参加可能です。

◎中学・高校生のみで参加の場合は、
保護者の同意が必要です。
阿「中央区の森」で間伐や植樹体験な

どを予定
◎天候や交通状況により内容が変更

になる場合があります。
◎急斜面での作業が中心となります

ので、体力に自信のない方はご相
談ください。

［持ち物］弁当、飲み物、軍手など
［服装など］長袖、長ズボン、トレッ

キングシューズなどの厚底の靴
愛35名（申込多数の場合は抽選）
挨傷害保険加入料として200円
姶５月７日（木）までに電話で申込む
（電子申請も可）。
逢環境推進課環境活動係
　☎（３５４６）５６５４

マイ・ヨガ健康体操体験会
唖５月14日（木）
　午後２時～３時30分
娃人形町区民館１・２号洋室
亜区内在住・在勤・在学者
阿ラジオ体操を基にヨガや気功、ス

トレッチ、マッサージなどさまざ
まな要素を取り入れた健康体操を
します。
愛20名（先着順）
挨無料
［持ち物］タオル、飲み物
◎当日は汗をかいても大丈夫な服装

と運動できる靴でお越しください。
姶４月22日（水）から電話で申込む
（受付は午前９時～午後５時）。
逢人形町区民館
　☎（３６６８）５５３７

福祉センター書道講習会
唖５月21日～６月11日の毎週木曜日
　計４回　午後１時30分～３時
娃福祉センター３階会議室
亜区内在住の障害のある方
阿障害のある方の親睦を深めなが

ら、書道を学ぶ。
［講師］中央区書道連盟理事
　白崎菖汀
愛16名（先着順）

（７頁からのつづき）情報コーナー 挨無料
姶４月21日（火）から５月８日（金）午

後５時までに電話またはファクス
に①～⑤（７頁記入例参照）⑥送迎
バス（リフト付福祉バス）希望の有
無を記入して申込む。
逢福祉センター管理係
　☎（３５４５）９３１１
　FAX（３５４４）０８８８

いきいき勝どき
「イングリッシュハンドベル
コンサート」
唖４月30日（木）　午後２時～３時
娃いきいき勝どき（勝どき敬老館）大

広間
亜区内在住で60歳以上の方
［出演］プリマ・ハンドベル・ビギナ

ーズ
［予定曲］アメージンググレイス、オ

ーバーザレインボーほか
愛60名（先着順）
挨無料
◎当日、直接会場へお越しください。
逢いきいき勝どき（勝どき敬老館）
　☎（３５３１）３２５８

難病講習会
「パーキンソン病のリハビリ」
唖５月28日（木）　午後３時～５時
娃中央区保健所２階大会議室
亜区内在住・在勤・在学者
阿パーキンソン病は運動機能にも影

響を与えるため、歩行や手足の動
きが悪くなる、動き自体が鈍くな
るなどの症状が現れます。普段か
ら意識的に体を動かすことが、病
気の進行を防ぐとともに、症状の
維持・改善につながります。毎日
の生活の中に楽しく取り入れられ
るリハビリを紹介します。

［講師］東京慈恵会医科大学病院理学
療法士　佐藤信一
愛30名（先着順）
挨無料

姶４月21日（火）から電話で申込む
（電子申請も可）。
逢中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０

親族向け成年後見申立て講座
唖・基礎編
　　 ５月22日（金）　午後２時～４時
　・応用編
　　 ５月29日（金）　午後２時～４時
娃社会福祉協議会３階大会議室（中

央区八丁堀４－１－５）
亜親族で成年後見申立てを検討して

いる区内在住・在勤者（親族が区
内在住の方も可）

阿成年後見制度は、認知症・知的障
害・精神障害などにより判断能力
が不十分な方の不安を解消し、権
利と財産を守る制度です。今回は
成年後見制度の仕組みや手続き方
法を、具体例を交えながら分かり
やすく解説します。経験豊富な司
法書士の話を伺いながら一緒に理
解を深めていきましょう。

・基礎編
　 成年後見制度の概要説明、申立て

書類作成の解説
・応用編
　 成年後見人就任後の具体的な業務

内容についての説明
［講師］（公社）成年後見センター・リ

ーガルサポート東京支部所属司法
書士　鈴木　譲

愛各30名（先着順）
◎どちらか１回のみでも参加できま

す。
挨無料
姶５月15日（金）までに電話またはフ

ァクス、Ｅメールに①～④（７頁
記入例参照）を記入して申込む。

逢中央区社会福祉協議会成年後見支
援センター「すてっぷ中央」

　☎（３２０６）０５６７
　FAX（３５２３）６３８６
絢step@shakyo-chuo-city.jp

日　　時
5月12日（火） 5月13日（水） 5月19日（火）

午後1時30分～3時 午前10時30分～正午 午後1時30分～3時午後1時30分～3時
会　　場 月島保健センター

栄養室
中央区保健所
２階栄養室

日本橋保健センター
５階料理講習室

対　　象
（※1）

1歳～1歳３カ月ごろの
幼児の保護者

５～６カ月ごろの
乳児の保護者

９～11カ月ごろの
乳児の保護者

内　　容 離乳の完了に向けて １回食の進め方 ３回食の進め方
・離乳食の作り方の紹介　　・試食（保護者のみ）

定　　員
（※2） 各20名（申込多数の場合は抽選）
費　　用 無　　料
申込方法 4月21日（火）から23日（木）までに電話で申込む。
問合せ
（申込）先

月島保健センター健康係
☎（5560）0765

中央区保健所健康推進課
☎（3541）5930

日本橋保健センター健康係
☎（3661）5071

（※1）対象は、区内在住で各対象月齢に該当する第1子の保護者の方です。
（※2）定員に満たない場合は、申込受付期間後も前日まで受け付けます。

スポーツ
第26回ファミリースポーツ
デー開催
唖５月３日（祝）
　午前10時～午後３時
娃総合スポーツセンター
阿家族や友達みんなでスポーツを楽

しめるよう、総合スポーツセンタ
ーを無料で開放します（トレーニ
ングルーム・エアライフル場を除

く）。
［対象種目］水泳、体力測定、ニュー

スポーツ、アーチェリー、弓道、
卓球、剣道、柔道、合気道、トラ
ンポリン、キッズテニス、子ども
体操、ゴルフ、ミニバスケットボ
ール、レクゲームなど

◎指導者が全種目指導に当たります。
◎上履きを必ず持参してください。
◎温水プール参加者は水着・水泳帽

を持参してください。
逢総合スポーツセンター
　☎（３６６６）１５０１

離乳食講習会
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保健・医療・福祉
よい歯のすこやか家族表彰
（予備審査）
唖５月７日（木）～14日（木）
娃区内の協力歯科医療機関
亜平成23年４月から平成24年３月ま

での間に生まれた子どもとその同
居の家族
阿歯の健康づくりに努力されている

ご家族を表彰します。
　　ご家族の歯の健康づくりに対す

る取り組みとお口の状態を審査し
ます。その結果、優秀なご家族を
表彰するとともに、都が実施する
表彰に推薦します。

◎医療機関に必ず予約の上、審査を
受けてください。

逢日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１
　月島保健センター健康係
　☎（５５６０）０７６５

８月分ヴィラ本栖・伊豆高原荘申込みのご案内

施　設　名 ヴィラ本栖 伊豆高原荘

在住者優先
申 込

専用はがき（区内在住者優先利用申込書） 5月14日（木）　各施設必着　
保養施設予約システム　　　5月1日（金）午前7時～14日（木）午後11時
抽選日 5月16日（土）　　　　　　　

空 室 申 込
どなたでも
申込めます

保養施設予約システムによる申込み 5月20日（水）午前 0 時～
フロントへの電話による申込み 5月20日（水）午前10時～

逢ヴィラ本栖フロント
　☎0120－162312
　（東京23区内からのフリーダイヤル）
　☎0555（87）2711

逢伊豆高原荘フロント
　☎0120－151307
　（東京23区内からのフリーダイヤル）
　☎0557（53）1163

◎ 保養施設予約システムは、区のホームページや、区役所に設置してある利用者端末を
ご利用ください。

◎ 伊豆高原荘をご利用する際に禁煙室を希望される方、高齢者や身体に障害のある方で
2階の部屋を希望される方は、施設に直接ご連絡ください。

◎ 区内4カ所からヴィラ本栖まで乗り換えなしで行ける便利な直通バスを運行していま
す。

◎ 伊豆高原荘では、伊豆高原駅から施設までどなたでもご利用できる送迎バスを運行し
ています。

◎ 施設のご利用について詳しくは、区役所・区民センター・区民館などに置いてあるパ
ンフレットをご覧いただくか、各施設にお問合せください。
逢地域振興課区民施設係
　☎（３５４６）５６２３

）（

中央小学校・日本橋小学校
温水プールのご案内
　区内にお住まいの方や、お勤めの
方の身近な運動場所として、学校の
温水プールを一般に開放しています。
唖・平日　午後６時～９時
　・土曜日　午後１時～９時
　・ 日曜日、祝日　午前９時～午後

９時
娃・中央小学校

　・日本橋小学校
挨別表３・４のとおり
逢スポーツ課体育施設係
　☎（３５４６）５５２９
　中央小学校温水プール
　☎（３２０６）００３５
　日本橋小学校温水プール
　☎（３６６８）２３７８
◎温水プールへのお問合せは、開放

日の開放時間帯のみの受付です。

別表３　個人利用
区　分 使用料

区民大人※ 1回2時間
（延長1時間） 350円（170円）

区民小人（小・中学生）※

無　　料区民65歳以上※

区民心身障害者※

一般大人（区外） 1回2時間
（延長1時間） 500円（250円）

一般小人（区外小・中学生） 1回2時間
（延長1時間） 250円（120円）

幼児（小学生未満） 無　料
※ 利用証の提示が必要です。各利用証を発行するには、必要書類の提

示が必要となります。詳しくはお問合せください。

別表４　団体利用
曜　日 時　間 利用コース数 使用料
平日 午後6時～9時 最大2コース（2時間単位） 1コース　　3,800円

土・日曜日、
祝日

午後6時まで 1コース（2時間単位）
1コース　　4,500円

午後6時～9時 最大2コース（2時間単位）
◎申込方法など、詳しくはお問合せください。

施　設
福祉センター利用案内
　福祉センターでは、障害のある方
の福祉の増進を図るため、相談・指
導・訓練事業や各種講習会の開催お
よび施設の提供などを行っています。
［各種相談および事業］
　別表１のとおり
［講習・講座］
　障害のある方の趣味と教養を高め
るとともに、障害に対する理解を深
め、相互の交流を図るため、書道、
陶芸、要約筆記および手話などの講
習・講座を行っています。
　講習会の日程などはその都度お知
らせします。
［施設の提供］
・会議室など
　別表２のとおり
　平日のほか土・日曜日、夜間（日

曜日を除く）も利用できます。
・浴室
　家庭または公衆浴場での入浴が困

難な障害のある方に、家族などの
介助により入浴できる浴室を提供

しています。
　利用は、１人週１回です。
・内職あっせん
　自宅で内職を希望する方に装飾用

小物の製作などをあっせんしてい
ます。

・ふれあい作業所
　働く意思と能力のある高齢の方や

障害のある方などにタオル・ハン
カチの袋入れなどの仕事を提供し
ています。

［事業者の方へ］
　福祉センター作業室（就労継続支
援（Ｂ型））およびふれあい作業所で
は、簡易な仕事を募集しています。
また、内職として家庭でできる仕事
も募集しています。
［福祉バスの運行］
　各種訓練に通所する方や講習・講
座に参加する方などを対象に、リフ
ト付バスを運行しています。
逢福祉センター管理係
　☎（３５４５）９３１１
　FAX（３５４４）０８８８
・仕事の提供について
　ふれあい作業所
　☎（３５３２）１５７７
　FAX（３５３２）１５６８

別表1
事業名 利用できる方 内　容

基幹相談支援センター 障害のある方、その家族など 障害に関する総合的・専門的な
相談支援

こどもの発達相談・指
導

0歳から高校生まで、心身の発達上の相
談・指導を必要とする児童・家族など

相談・指導
心理療法・理学療法・作業療
法・言語療法

放課後等デイサービス

日中において特別に支援
などが必要な区内在住の
小学生から高校生までの
児童（ただし、医療的なケ
アが必要な児童を除く）

障害児通所支
援の支給決定
を受けた方

・社会生活適応訓練
・文化的活動
・日常生活訓練

児童発達支援 就学前の児童 ・日常生活訓練
・集団適応訓練

障害児相談支援
障害児通所支援を利用す
る児童または利用者の保
護者

－

・障害児支援利用計画の作成お
よび評価

・訪問などによる継続的なモニ
タリング

・その他必要な相談支援、事業
など

自立訓練（機能訓練）
65歳未満の身体に障害の
ある方（ただし、言語療法
のみ65歳以上も可）

障害福祉サー
ビスの支給決
定を受けた方

・ 機能回復訓練
　　理学療法
　　作業療法
　　言語療法
・社会適応訓練
・健康指導

就労継続支援（B型） 18歳以上の障害のある方
（主に知的障害のある方） 就業に必要な作業および生活指導

特定相談支援 障害福祉サービスなどを
利用する障害のある方 － ・基本相談支援

・計画相談支援

地域活動支
援センター

成人室 18歳以上で身体・知的に
障害のある方 地域生活支援

サービスの支
給決定を受け
た方

・生活訓練
・社会適応訓練

機能訓練フ
ォローアッ
プ事業

福祉センターの自立訓練
を終了した、身体に障害
のある方

・機能回復訓練
　　理学療法
　　言語療法（音楽療法）

別表２
室　名 定　員 利用できる方

会議室（洋室） 60名 ・区内に居住している障害のある方および保護
者

・区内の障害者団体
・区内の障害者ボランティア団体

録音室 －
団体・ボランティア室（洋室） －

女性センターの臨時休館
　５月11日（月）は、施設の保守点検
のため休館します。
逢総務課女性施策推進係
　☎（５５４３）０６５１

豊海テニス場利用時間延長の
お知らせ
　テニス場の利用希望が多いため、
日没時間が遅くなる６・７・８月に
限り、利用時間を延長しています。
唖６・７月　午後５時～６時30分

　８月　午後５時～６時
挨６・７月　500円
　８月　300円
逢豊海テニス場（豊海区民館）
　☎（３５３６）４００５
　スポーツ課体育施設係
　☎（３５４６）５５２９

シニアセンターの臨時休館
　５月６日（休）は館内消毒のため休
館します。
逢シニアセンター
　☎（３５３１）７８１３
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「区のおしらせ　中央」は区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コミュニティバス、区内公衆浴場、一部金融機関、百貨店、ファミリーマート（一部店
舗を除く）、東京メトロの駅（京橋・銀座・東銀座・新富町・築地・八丁堀・三越前・日本橋・人形町・茅場町・小伝馬町・水天宮前・月島）、ＪＲの駅（新日
本橋・馬喰町）、文化堂でも配布しています。

　
江
戸
時
代
、
城
下
町
と
し
て
繁

栄
し
た
中
央
区
エ
リ
ア
は
、商
人・

職
人
た
ち
が
集
住
す
る
町
屋（
木

造
家
屋
）が
所
狭
し
と
建
ち
並
ぶ

高
人
口
密
度
地
域
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
江
戸
の
町
は
こ
う
し
た
居

住
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
ゆ

え
に
、
大
気
が
乾
燥
す
る
冬
季
に

は
火
災
都
市
と
化
し
ま
し
た
。〝
火

事
と
喧け

ん

嘩か

は
江
戸
の
華
〟と
い
う

言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
江
戸
の
市

街
地
を
襲
っ
た
身
近
な
災
害
は
頻

発
す
る
火
災
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　
明
暦
の
大
火（
１
６
５
７
年
）に

代
表
さ
れ
る
江
戸
の
大
火
は
90
件

に
も
上
る
と
さ
れ
、
中
央
区
エ
リ

ア
で
は
近
代
以
降
も
明
治
初
期
の

銀
座
大
火
や
大
正
期
の
関
東
大
震

災（
１
９
２
３
年
）、
そ
し
て
昭
和

期
の
空
襲
に
至
る
ま
で
数
多
く
の

火
災
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
本

区
内
に
現
存
す
る
江
戸
時
代
以
来

の
社
寺・商
家
伝
来
の
史
資
料（
古

文
書
・
古
記
録
の
類
）が
極
め
て

少
な
い
理
由
は
、
こ
う
し
た
歴
史

的
背
景
が

あ
る
た
め

で
す
。

　
今
回
は
、

災
害
を
乗

り
越
え
て

今
日
ま
で

保
管
さ
れ

て
き
た
椙

森
神
社
伝
来
の
古
文
書
で
す
。
資

料
の
約
半
数
は
関
東
大
震
災
時
の

被
災
で
周
囲
が
炭
化
し
て
い
ま
す

が
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
昭
和
期

ま
で
の
資
料（
古
文
書
・
社
務
記

録
・
伝
来
文
書
の
写う

つ
し

な
ど
約
１
０

０
点
）が
判
読
可
能
な
状
態
で
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
書
群
は
、

椙
森
神
社
に
お
け
る
祭
礼
や
氏
子

関
係
の
記
録
、
社
殿
修
復
・
再
建

に
関
わ
る
文
書
や
記
録
、
宝
物
・

古
器
物
目
録
な
ど
、
主
に
神
社
経

営
に
関
係
す
る
資
料
が
中
心
で
す
。

　
と
く
に
、
当
社
伝
来
文
書
の
写

で
あ
る『
記
録
控ひ

か
え

』（
天
和
４
年〈
１

６
８
４
〉か
ら
明
治
５
年〈
１
８
７

２
〉）に
は
、
２
０
０
通
以
上
の
差

出（
寺
社
奉
行
や
東
京
府
へ
の
差

出
）文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
は
、
度
重
な
る
類
焼
被

害
を
受
け
た
椙
森
神
社
の
様
子
や

社
殿
復
興
・
再
建
の
願
い
上
げ
な

ど
が
詳
細
に
読
み
取
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
第
16
代
・
小
針
常
賢
宮

司
の
日ひ

次な
み

日
記（
日
々
の
社
務
記

録
）『
神
公
日
記
』（
安
政
５
年〈
１

８
５
８
〉か
ら
明
治
15
年〈
１
８
８

２
〉）に
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期

に
か
け
て
の
国
内
情
勢
や
人
々
の

動
向
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
ま

す
。
慶
応
4
年（
１
８
６
８
）３
月

15
日
の
記
録
に
は「（
前
略
）江え

戸ど

表お
も
て

者は

、
当と

う

五い
つ

日か

六む
い

日か

頃ご
ろ

よ
り
次し

第だ
い

ニ
騒さ

わ
が

敷し
く

相あ
い

成な
り

、
諸し

ょ

大だ
い

名み
ょ
う

者は

夫そ
れ

々ぞ
れ

国く
に

元も
と

江へ

引ひ
き

込こ
み

、
御お

旗は
た

本も
と

者は

下し
も

屋や

敷し
き

江へ

男だ
ん

女じ
ょ

共と
も

立た
ち

退の
き

或あ
る
い

者は

引ひ
っ

越こ
し

ニ
相あ

い

成な
り

、

日ひ

び々

大お
お

騒さ
わ
ぎ

致い
た
し

候そ
う
ろ
う（
後
略
）」と
あ
り
、

戊ぼ

辰し
ん

戦せ
ん

争そ
う

に
よ
る
江
戸
城
下
の
混

乱
を
つ
ぶ
さ
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
日
記
に
は
、
日
々
の
気
象

デ
ー
タ
か
ら
天
災
事
変
に
至
る
ま

で
多
様
な
情
報
が
記
さ
れ
て
お
り
、

幕
末
維
新
期
の
江
戸
東
京
の
様
相

を
今
に
伝
え
る
第
一
級
の
史
料
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

中
央
区
総
括
文
化
財
調
査
指
導
員

�

増
山
一
成

チョッと
知っ得椙す

ぎ
の

森も
り

神じ
ん

社じ
ゃ

文も
ん

書じ
ょ

区
民
有
形
文
化
財�

古
文
書

日
本
橋
堀
留
町
一
丁
目

10
番
2
号　
椙
森
神
社

警視総監による横断訓練
4月6日、京橋築地小学校で、髙綱直良警視総監によ
る新入学児童対象の交通安全指導が行われました。この
日入学式を終えたばかりの38名は、髙綱総監や保護者
とともに、元気に手を挙げて築地本願寺前の横断歩道を
渡り、交通ルールやマナーを守る大切さを学びました。

　
２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会

開
催
を
本
区
の
さ
ら
な
る
躍
進
の

絶
好
の
機
会
と
捉
え
、「
ス
ポ
ー

ツ
」「
国
際
教
育・交
流
」「
観
光・

文
化
」「
防
犯
・
防
災
」「
ま
ち
づ

く
り
」の
５
つ
の
分
野
の
取
り
組

み
を
総
合
的
に
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

　
区
で
は
、
本
取
り
組
み
を
通
じ

て
、
大
会
の
成
功
を
支
援
す
る
と

と
も
に
、
将
来
を
見
据
え
た
区
の

良
好
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
、「
国

内
外
か
ら
多
く
の
人
々
が
集
い
、

誰
も
が
あ
こ
が
れ
る
ま
ち
」を
目

指
し
て
い
き
ま
す
。

　
冊
子
は
、
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

区
内
図
書
館
お
よ
び
区
役
所
１
階

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
で
公
開
し
て

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ

い
。

逢�

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
調
整
担
当
課
事
業
調
整
係

�

☎（
３
５
４
６
）５
２
２
６

「
３
０・
３
５（
サ
ン
マ
ル
・
サ

ン
Ｇ
Ｏ
！
）健
康
チ
ェ
ッ
ク
」

　
生
涯
に
わ
た
り
健
康
な
生
活
を

送
る
た
め
、
30
歳
と
35
歳
の
方
を

対
象
と
し
て
、
生
活
習
慣
病
予
防

の
健
康
教
育
と
健
康
診
断
を
併
せ

て
行
う「
３
０・３
５（
サ
ン
マ
ル・

サ
ン
Ｇ
Ｏ
！
）健
康
チ
ェ
ッ
ク
」を

実
施
し
て
い
ま
す
。
対
象
の
方
に

は
、
個
別
に
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

「
マ
マ
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
」

　
産
後
の
母
親
の
健
康
維
持
や
ご

家
族
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
、
１

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
持
つ
母
親

を
対
象
に
、
健
康
教
育
と
健
康
診

断
を
併
せ
て
行
う「
マ
マ
の
健
康

チ
ェ
ッ
ク
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

共　
通

日
時
・
対
象
・
申
込
方
法
な
ど

　
別
表
１
の
と
お
り

◎
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

逢�

中
央
区
保
健
所
健
康
推
進
課
予

防
係

�

☎（
３
５
４
１
）５
９
３
０

別表1　健康チェックの概要
30･35健康チェック

（サンマル･サンGO!健康チェック） ママの健康チェック

実施日
5月22日（金）、6月30日（火）、7月24日（金）、9月29日(火）、10月30日（金）、
11月27日（金）、1月26日（火）、2月26日（金）、3月29日（火）
◎30・35健康チェックは対象により実施時期が異なります。

受付時間 午前8時45分、午前9時、午前9時15分
（所要時間は2時間30分程度）

午後1時15分、午後1時30分、午後1時45分
（所要時間は2時間30分程度）

会　場 中央区保健所
対　象 別表2のとおり 生後4カ月から1歳未満のお子さんの母親

（1年以内に健診を受けた方を除く）

内　容
健康教育（食生活、お口の健康、心の健
康、運動の実技）

健康教育（食生活、お口の健康、プレ更
年期、運動の実技）

問診・測定など（身長、体重、腹囲、血圧、骨密度）、血液検査、尿検査
定　員 45名（先着順） 35名（先着順）
託　児 保育付（定員あり・予約制） 検査時のみ保育付（予約制）
費　用 無料 1,000円
申込方法 実施日の1週間前までに電話で申込む。

◎30・35健康チェック［前期］は4月21日（火）から予約受付開始

　
妊
娠
期
か
ら
出
産
後
の
マ
マ
や

赤
ち
ゃ
ん
の
健
康
な
ど
の
情
報
配

信
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

か
ん
た
ん
予
防
接
種
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル

　
お
子
さ
ん
に
合
わ
せ
た
予
防
接

種
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
自
動
で
作

成
し
、
接
種
日
が
近
づ
く
と
メ
ー

ル
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
予
定
日

に
接
種
で
き
な
い
場
合
も
自
動
で

そ
の
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
調
整

し
ま
す
。
そ
の
他
、
流
行
疾
患
な

ど
の
情
報
を
配
信
し
ま
す
。

あ
の
ね
マ
マ
メ
ー
ル

　
妊
婦
さ
ん
か
ら
３
歳
ま
で
の
お

子
さ
ん
を
お
持
ち
の
マ
マ
に
対
し

て
、
妊
娠
週
数
や
乳
児
の
月
齢
に

応
じ
た
マ
マ
の
体
の
こ
と
、
赤
ち

ゃ
ん
の
成
長
の
様
子
、
子
育
て
ア

ド
バ
イ
ス
、
区
の
母
子
事
業
情
報

な
ど
を
配
信
し
ま
す
。

◎
こ
れ
か
ら
パ
パ
に
な
る
方
は
、

妊
娠
期
の
マ
マ
の
体
の
こ
と
、

胎
児
の
成
長
の
様
子
な
ど
を
配

信
す
る「
あ
の
ね
パ
パ
メ
ー
ル
」�

（「
あ
の
ね
マ
マ
メ
ー
ル
」か
ら

登
録
で
き
ま
す
）を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

◎「
あ
の
ね
マ
マ
メ
ー
ル
」は
、
特

定
非
営
利
活
動
法
人
き
ず
な
メ

ー
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
区
で

実
施
す
る
協
働
事
業
で
す
。

共　
通

登
録
方
法

　
両
サ
ー
ビ
ス
と
も
、
ポ
ー
タ
ル

画
面
か
ら
登
録
で
き
ま
す（
下
記

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
と
登
録

画
面
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
）。

　
ポ
ー
タ
ル
画
面「
母
と
子
の
健

康
モ
バ
イ
ル
サ
イ
ト
」の
メ
ニ
ュ

ー
で
利
用
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。

費　
用

　
登
録
・
利
用
は
無
料（
通
信
費

は
自
己
負
担
）

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

逢�

中
央
区
保
健
所
健
康
推
進
課
予

防
係
☎（
３
５
４
１
）５
９
３
０

茜http://chuo.city-hc.jp

別表2　30・35健康チェックの対象者と通知・実施時期
通知時期 35歳の対象者 30歳の対象者 実施時期

前期 4月中旬 昭和54年4月1日～�
昭和54年9月30日生

昭和59年4月1日～�
昭和59年9月30日生 5月～10月の実施日

後期 9月中旬 昭和54年10月1日～�
昭和55年3月31日生

昭和59年10月1日～�
昭和60年3月31日生 10月～3月の実施日

若
年
期
か
ら
の

生
活
習
慣
病
予
防
事
業
の
ご
案
内

▶
ポ
ー
タ
ル
画
面

「
２
０
２
０
年
に
向
け
た
中
央
区
の

取
組
」（
冊
子
）を
作
成
し
ま
し
た

「
か
ん
た
ん
予
防
接
種
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」

「
あ
の
ね
マ
マ
メ
ー
ル
」を

　
　
　
　
　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

▶
椙
森
神
社
文
書

（『
神
公
日
記
』部
分
）
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